
 

                                                                                             

       

 

 

 

相談を希望される方は事前の予約が必要となります。 

※各支部・分会役員を通じてお申込み下さい。 

◆相談の順番は支部・分会からの申込順となります。 

◆相談者の方は当日１２：３０以降１２：５０までにお越し下さい。 

◆相談当日に遅刻またはキャンセルする場合は、必ず本部までご連絡下さい。 

  

国際労働組合の顧問弁護士が、誠実•親身に相談に乗ります。 

 

法規対策部長 友永 昭典 

   

  

２０１９年  ４月 
 

法律相談 
 

時間 １３：００～ 
場所 国際労働組合本部 

 

相談できない「困った」を、相談して「良かった」に 

 

無料 

火曜日 

 

月曜日 


